
「こんにゃくゼリー」に対する韓国の規制の経過の概要（修正）

韓国では２００１年１０月から、コンニャク、グルコマンナンを含有する直径４．５セン

チ以下のミニカップ入りゼリーの生産、輸入、販売を禁止し、これ以外の食品添加物（カ

ラギナンなど）を用いた製品などについて、「誤って摂取した場合、窒息する危険がある」

という表示を義務付けました。

２００４年にミニカップゼリーによる死亡事故が発生したことを受けて、同年４月から直

径４．５センチ以下の全てのミニカップゼリー（含有成分のいかんを問わず）の製造、流

通を禁止しました。

２００５年４月１１日に、全面禁止措置をやめ、一部緩和措置を実施しました。

このときに、蓋に接触する面の直径、または最長が４．５センチ以下のミニカップゼリー

で、圧縮試験法７Ｎ以下という基準を導入しました。しかし、コンニャク、グルコマンナ

ンについては、緩和されず、禁止措置が続けられました。

２００７年に台湾産の輸入ミニカップゼリーによる死亡事故が発生したことを受けて、市

場に流通している１６社２７製品の検査を実施。事故を起こした製品は１２Ｎで、これを

上回った１０社１２製品（輸入１０製品、国産２製品）を回収処分しました。

韓国食品医薬品庁は、暫定基準として、形、大きさに関係なく、直径または最長４．５セ

ンチ以下の製品は７Ｎ、４．５センチを上回るものは１２Ｎで管理し、カップ型ゼリー製

品についての規制、コンニャク、グルコマンナンに加え、アルギン酸など１６種のゲル化

剤の規制を検討する方針とされました。

２０１０年６月３０日告示の韓国の菓子類のミニカップゼリーの規格が、 月 日にイン

ターネット上にされました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

食品医薬品安全庁 「食品公典 」 年 月 日告示 「第 号」
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（２）コップ型等ゼリーの大きさは蓋と接触する面の最小内径が５．５センチ以上でな

ければならず、高さと底面の最小内径は３．５センチ以上になるよう製造しなけ

ればならない。

規格 （中略）

（９）圧縮強度（ ） ５以下（コップ型等ゼリーに限る）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一方、国内では、２００７年８月８日の農林水産省の「こんにゃく入りゼリーに関する

調査結果について」以降、すくなくとも１件の死亡事故が起きていることは、残念の極み

です。（２００８年 7月、兵庫県で、1歳 9ヶ月の男児が死亡。）

    http://www.kokusen.go.jp/news/data/sn-20081107.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「別紙」：素人の 訳ですので、原文（上に URLを示した。）

菓子類

定義

菓子類とは、植物性原料などを主原料とし、それに他の食品または食品添加物を加え、

加工した菓子、キャンディー類、チューイングガム、氷菓類をいう。

原料などの具備要件

製造、加工基準

氷菓類は で 分以上またはこれと同等以上の効力を持つ方法で殺菌し

なければならない。

カップ形などゼリーの大きさは、蓋と接触する面の最小内径が 以上でな

ければならず、高さと底面の最小内径は 以上になるよう製造しなければな

らない。

食品類型

컵모양등 젤리의 크기는 투껑과 접축하는 면의 최소내경이 이앙이어야하고

높이와 바닥면의 최소내경은 이상이 되도록 제조하여야한다

압축강도 이하 컵모양등 젤리에 한한다
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菓子

穀粉など植物性原料を主原料とし、焼き、膨化、油湯（フライ？）などの工程を

経たもの、これに食品または食品添加物を加えた物でビスケット、ウェハー、ク

ッキー、クラッカー、韓菓子類、スナック菓子などを言う。

キャンディー類

  植物性原料や糖類、糖アルコール、餡子などを主原料とし、これに食品又は食品

添加物を加え、成形など加工した物で、キャンディー、キャラメル、羊羹、ゼリ

ーなどを言う。

チューイングガム

  天然又は合成樹脂などを主原料としたコムベースに、他の食品又は食品添加物を

加え加工した物を言う。

氷菓類

食用水に食品又は食品添加物を混合し冷凍した物で、乳脂肪含有アイスクリーム

類に該当していない物を言う。

規格

性状 ： 固有の香りと味を持ち、異味、異臭がない事。

酸価 ： 以下 油湯処理食品に限る。油蜜菓は 以下

許可外タール色素 ： 検出されてはいけない。キャンディー類、チューイン

グガムに限る。

許可外人工甘味料 ： 検出されてはいけない。 キャンディー類に限る

酸化防止剤 ： 下で認めてある物以外の酸化防止剤が検出されてはい

けない。 チューイン・ガムに限る

以下 併用する時には

、 及び

の使用量の合計が

以下

細菌数

① 菓子、キャンディー類 ： 当り 以下 密封製品に限る。醗酵製品又

は乳酸菌含有製品は除外する

② 氷菓類 ： 検体を溶かした液体 当り 以下。但し、乳酸菌含有氷菓

類は除外する

大腸菌群 ： 当り 以下 氷菓類に限る

乳酸菌類 ： 表示量以上 乳酸菌含有菓子、キャンディー、氷菓子類に限る
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圧縮強度 ： 以下 カップ形などゼリーに限る

総アフラトキシン ㎏ ： 以下 及び の合計で。但し、

は ㎏以下でなければならないし、ピーナッツ及び堅果類含有製品に限る

フモニシン ㎎ ㎏ 以下 及び の合計で。但し、トウモロコシ 以

上含有製品に限る

試験方法

酸価

検体を粉砕又は細かく切って、必要な量の油脂が得られるよう適当量を三角フラ

スコに取り、検体が浸るくらいの精製エーテルを入れ、時々混ぜながら約 時間

放置した後、検体の固形物が流出しないよう乾燥濾過紙で濾過する。これをまた

三角フラスコの中の検体に精製エーテル 前回の半分程度の量 を入れ、混ぜた後、

同じく濾過紙に繰り返し濾過する。残った液体を分液ロートに移し、その分量の

～ 程度の水を入れて混ぜ、水層は捨てる。この動作を 回繰り返してエー

テル層を取って、硫酸ナトリウム（無水）で脱水する。その後、窒素ガス又は二

酸化炭素を通して の水浴上で減圧し、エーテルを完全に飛ばし、残った油脂

約 を第 、一般テスト法１．食品成分テスト法 酸価に基づきテス

トする。但し、計算式中 は油脂の を指す。

許可外タール色素

第 ．一般テスト法 着色料に基づきテストする。

許可外人工甘味料

第 ．テスト法 人工甘味料に基づきテストする。

酸化防止剤

酸化防止剤に基づきテストする。

細菌数

検体を 以下で、出来るだけ短時間に全部溶かし、そのうち を瓶に取り、

滅菌燐酸希釈液、又は滅菌生理食塩水を加え、 にしたのを検液とし、以下

第 ．一般テスト法３．微生物テスト法３．５．１一般細菌数に基づきテストす

る。

大腸菌群

で作った検体を第 一般テスト法 大腸菌群 定量テスト ハ。デ

スオキシコールレート乳糖防水布培養基法に基づきテストする。

  乳酸菌数

    第 一般テスト法３．微生物テスト法 乳酸菌数に基づきテストする。

第 ．



(8)

10 9.5

(9)

10 6.1

圧搾強度

  第 ．一般テスト法 ゼリーの物性テストに基づきテストする。

アフラトキシン

第 ．一般テスト法 カビ毒素に基く。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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